
　

い
ざ
と
い
う
と
き
、
直
ち
に
Ａ
Ｅ
Ｄ
を

使
う
た
め
に
は
、
自
分
の
職
場
や
通
勤
途

上
、
初
め
て
訪
れ
る
場
所
な
ど
の
ど
こ
に

Ａ
Ｅ
Ｄ
が
あ
る
の
か
、
あ
ら
か
じ
め
知
っ

て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

全
国
ど
こ
に
い
て
も
使
え
る
Ａ
Ｅ
Ｄ

マ
ッ
プ
ア
プ
リ
「
救
命
サ
ポ
ー
タ
ー
ア
プ

リ
」
は
、
人
が
倒
れ
る
場
面
に
遭
遇
し
た

時
、
皆
さ
ん
の
救
命
行
動
を
支
援
す
る
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
で
す
。
そ
の
中
に

あ
る
Ａ
Ｅ
Ｄ
ナ
ビ
は
、
救
命
サ
ポ
ー
タ
ー

に
よ
り
登
録
・
更
新
さ
れ
た
最
新
の
正
確

な
情
報
を
Ａ
Ｅ
Ｄ
マ
ッ
プ
上
に
表
示
し
、

位
置
情
報
を
も
と
に「
最
寄
り
の
Ａ
Ｅ
Ｄ
」

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

い
ざ
と
い
う
時
の
た
め
に
、
ア
プ
リ
を

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
、
日
本
Ａ
Ｅ

Ｄ
財
団
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

　
　

○
近
く
の
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
検
索
し
道
案
内
し
て

く
れ
る
機
能

○
周
囲
の
Ａ
Ｅ
Ｄ
設
置
情
報
を
登
録
す
る

機
能

○
１
１
９
番
通
報
の
ガ
イ
ド
機
能

○
救
命
処
置
を
学
ぶ
機
能　
　
　
　

な
ど

　

Ａ
Ｅ
Ｄ
は
日
本
語
で
「
自
動
体
外
式
除

細
動
器
」
と
い
い
ま
す
。

　

心
臓
の
状
態
を
自
動
で
判
断
す
る
こ
と

が
可
能
で
、
必
要
に
応
じ
て
電
気
シ
ョ
ッ

ク
を
行
え
る
安
全
な
医
療
機
器
で
す
。

　

Ａ
Ｅ
Ｄ
の
お
か
げ
で
、
誰
で
も
電
気

シ
ョ
ッ
ク
を
行
っ
て
人
の
命
を
救
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

日
本
で
は
毎
日
多
く
の
人
が
心
臓
突
然

死
で
命
を
失
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
原
因
の

多
く
は
「
心
室
細
動
」
と
い
う
重
篤
な
不

整
脈
で
す
。
心
室
細
動
に
な
る
と
心
臓
は

震
え
る
の
み
で
血
液
を
送
り
出
せ
な
く
な

り
、
心
停
止
の
状
態
と
な
り
ま
す
。

　

心
室
細
動
か
ら
の
救
命
に
は
迅
速
な
心

肺
蘇
生
と
Ａ
Ｅ
Ｄ
に
よ
る
電
気
シ
ョ
ッ
ク

が
必
要
で
す
。
心
肺
蘇
生
と
Ａ
Ｅ
Ｄ
に
よ

る
電
気
シ
ョ
ッ
ク
が
１
分
遅
れ
る
ご
と
に

救
命
率
は
約
10
％
低
下
し
ま
す
。

　

救
急
車
が
到
着
す
る
の
を
待
っ
て
い
て

は
命
を
救
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

突
然
の
心
停
止
を
救
う
こ
と
が
で
き
る

の
は
、そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
「
あ
な
た
」

し
か
い
な
い
の
で
す
。

　

民
間
事
業
所
な
ど
の
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
使
用
す

る
場
合
は
、
次
の
点
に
つ
い
て
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

○
使
用
可
能
時
間
内
で
あ
っ
て
も
、
施
設

の
稼
働
状
況
な
ど
に
よ
り
使
用
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
市
民
の
皆
さ
ん
が
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
使
用
し
た

場
合
は
、
使
用
者
に
消
耗
品
の
負
担
を

お
願
い
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

市
消
防
本
部
で
は
、
救
命
サ
ポ
ー
タ
ー

に
団
体
サ
ポ
ー
タ
ー
と
し
て
登
録
し
活
動

し
て
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
と
一
緒
に
正
確
な
Ａ
Ｅ
Ｄ
設
置

情
報
を
共
有
し
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
使
用
に
よ
る
救

命
率
向
上
を
め
ざ
し
ま
す
。

　

Ａ
Ｅ
Ｄ
設
置
情
報
登
録
に
ご
協
力
い
た

だ
け
る
事
業
者
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

登
録
を
お
願
い
し
ま
す
。

救
命
サ
ポ
ー
タ
ー
ア
プ
リ
を
ご
活
用
く
だ
さ
い

み
ん
な
で
つ
く
る
Ａ

エ

ー

Ｅ
イ

ー

Ｄ
デ
ィ
ー 

Ｎ
ナ

ビ

＠
Ｖ
Ｉ

【
問
い
合
わ
せ
】　

伊
賀
消
防
署
管
理
課

　

☎
24
・
９
１
２
０　

℻  
24
・
９
１
１
１

　

ka
n
ri-fd

@
city.ig

a
.lg

.jp

◆
Ａ
Ｅ
Ｄ 

Ｎ
＠
Ｖ
Ｉ
の
主
な
機
能

◆
ど
う
し
て
Ａ
Ｅ
Ｄ
が
必
要
な
の
？

◆
Ａ
Ｅ
Ｄ
と
は
ど
ん
な
も
の
？

◆
民
間
事
業
所
な
ど
の

Ａ
Ｅ
Ｄ
使
用
に
あ
た
っ
て

◆
Ａ
Ｅ
Ｄ
設
置
情
報
の
登
録
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

AED 設置

情報登録

最新の情報はホームページをご覧ください。

二次元コードから詳しい情報が見られます。

　24 ページの答え　

②仏頭のみ

　東大寺を復興した重源が建仁 2
年（1202）に建立した新大仏寺は
寛永 12 年（1635）の暴風雨と山
崩れで埋没し、芭蕉翁が訪れた貞
享 5 年（1688）には発掘された仏
頭だけが石の上に安置されていた
ことが『笈の小文』に書かれてい
ます。

※設問と回答は「伊賀学検定 370 問
　ドリル」（上野商工会議所発行・伊賀
　学検定実施委員会編集）から抜粋

　集落営農とは、集落を単位として、

農業生産過程の全部または一部につい

て共同で取り組むことです。市では高

齢化や後継者不足などの課題解決に取

り組む集落営農組織を支援します。

◆補助事業の内容

※４月から翌年３月末日までに実施・

完了する事業に限ります。

【対　象】

　次の要件をすべて満たす組織

○集落営農活動を行うとともに、集落

環境と機能維持につながる活動を行

おうとする組織

○市内に拠点があり、市内で営農を

行っている組織

○集落内の合意によって組織し、営農

活動を継続することができると見込

まれる組織

○定款・規約などの定めがあり公正な

運営が見込まれる組織

【対象事業】

①省力化技術を活用した農業用機械機

具購入費助成

※ラジコン草刈機や農業用ドローンな

ど遠隔操作による作業省力化技術に

関する機械を優先採択します。

②農業用機械機具購入費助成

③施設の新築・改修費助成

【補助額】　※予算の範囲内

　事業費の 20％以内（スマート農業

に関する機械は 40％以内）

①③上限 200 万円

　　（千円未満切り捨て）

②上限 100 万円（千円未満切り捨て）

※下限はいずれも 20 万円

【申請期間】

　１月15 日㈪～２月 22 日㈭　※必着

【審査・選考方法】

　書類審査・選考を行い、３月末に結

果を通知します。

　申請書類など詳しくは市ホームペー

ジをご覧いただくか、農林振興課にあ

る募集要項をご確認ください。

【申請先・問い合わせ】　農林振興課

　☎  22-9713　℻  22-9715

　 nourin@city.iga.lg.jp

集落営農を支援します

　市では、令和５年２月の下水道使用

料改定後、急激な下水道使用料の増減

を緩和するため、段階的な激変緩和措

置を行っています。

　令和５年２月使用分から令和６年３

月使用分までは、新旧の使用料を比較

して算出した増減額に対し 75％の軽

減（調整）を行っていますが、令和６

年４月使用分から令和８年３月使用分

までは、軽減（調整）率を 50％に変

更し適用します。

　詳しくは市ホームページをご覧くだ

さい。

【激変緩和措置の適用期間と

軽減（調整）率一覧】

※旧人頭制区域の激変緩和対象の人

は、居住人数の変更があった場合に

は届け出てください。

【問い合わせ】　上下水道部営業課

　☎ 24-0003　℻  24-0006

下水道使用料の激変緩和措置

軽減（調整）率の変更

適用期間 軽減（調整）率

令和５年２月使用分～
令和６年３月使用分 75％

令和６年４月使用分～
令和８年３月使用分

50％

令和８年４月使用分～
令和 10 年３月使用分 25％

　（一財）自治総合

センターでは、宝

くじの社会貢献広

報事業として、受

託事業収入を財源

にコミュニティ助成事業を実施してい

ます。この宝くじの助成金により、安

全な地域づくり・共生のまちづくりや

地域コミュニティ活動の活性化を図る

ため、各地域などで活用されました。

○虹ヶ丘自治会

　コミュニティセンターを新築し、エ

アコン、照明器具、物置、イス、テー

ブル、書庫などの備品を設置しました。

○伊賀市消防団

　携帯型デジタル簡易無線

機 41 台を配備しました。

【問い合わせ】

○大山田支所

　☎  47-1150　℻  46-0135

○消防本部地域防災課

　☎ 24-9115　℻  24-9111

コミュ二ティ助成事業

「ヘルプマーク」を
知っていますか？

　　　　　援助や配慮を必要とする
　　　　　人が伝えやすく、支援が
　　　　　できる人が気づきやすく
なる「おもいやりの絆」をつなげる
マークです。

【問い合わせ】　障がい福祉課
　☎ 22-9656　℻ 22-9662
　　 shougai@city.iga.lg.jp

防災・情報アプリ

H
ハ ザ ー ド ン

AZARDONで配信中！

【問い合わせ】

　防災危機対策局
　☎ 22-9640
　℻  24-0444
　 kikikanri@city.iga.lg.jp

○災害緊急情報
○気象情報
○地震情報
○土砂災害情報
○火災情報
○行政情報
○自治協議会・自治会からのお知らせ
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健
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